
次の１及び２を満たすことが必要です（その他詳細は、伊勢志摩サミット関連事業に活用するための県産加工食品推薦品選定公募要領参照のこと）。

１ 県産加工食品を製造又は加工を行い（販売を行う者も含む）、三重県内に主たる事業所がある

事業者（個人、法人、団体）

２ 審査に必要なサンプルが平成２７年９月下旬から１０月初旬頃に提供可能であること。

※食味審査を行いますので、サンプル提供ができない事業者の方は申請いただけません。

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 佐々木、大谷、大西

〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地（県庁８階） TEL:059-224-2458 / FAX:059-224-2078

（１）三重県らしさ・デザイン、（２）味・デザイン、（３）信頼性の観点について、選定委員（※）からの意見
を踏まえ、審査を行い、県が選定します。
□食味審査等を行いますので、後日申請品をサンプルとして提供いただきます。
□審査・選定は平成２７年１０月初旬を予定しています
（※有識者、伊勢志摩サミット県民会議の会員等で構成する選定委員会を設置）。

◆注意事項
●申請書類は、返却しません。また、募集締切後に当課に到着した書類も返却しません。

●審査に必要なサンプル提供数は、１０程度です（後日連絡します）。なお、審査以外でも、サンプル

提供をお願いする場合があります。

●サンプル提供に係る費用は送料等含め、申請者様のご負担でお願いします。

●申請書類の内容については、当該審査以外に使用することはありませんが、特別なノウハウや

営業上の秘密事項等については、法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。

＊応募様式など詳細については、三重県のホームページから確認・ダウンロードできます。

（http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2015080387.htm) 

申請は１事業者１品限りです。伊勢志摩サミット関連事業に活用するための県産加工食品推薦品選定
申請書（様式第１号）に必要事項を記載し、関係書類を添え締切日の１７時までに提出ください（郵送ま
たは持参（必着））

平成２７年８月２８日（金）～平成２７年９月１５日（火）
※必要書類がすべて整ったものを受け付けますので、申請書類にご留意ください。

◆公募対象外の商品

下記のものは、本公募の対象外となりますので、ご注意ください。

●みえセレクション選定品

●農林水産物（例：米、茶、精肉、牛乳、しいたけ 等）

●酒税法に基づき県内の酒類製造者が製造する清酒



伊勢志摩サミットの開催にあたり、三重県内で製造又は加工される特徴の
優れた加工食品を推薦品として選定し、関係機関等に積極的に情報発信
を行い、活用促進を図ることを目的とする。

１ 県産加工食品の伊勢志摩サミット関連事業推薦リストの目的

・選定した県産加工食品については、推薦品としてリスト化し、サミットに関連した施
設やレセプション等における活用促進の取組に活用します。

（１）サミット関係施設に対するプロモーション、（２）伊勢志摩サミット県民会議主催

事業での活用、 （３）国主催事業での活用促進、ほか

※審査の結果、推薦品として選定したものであっても、必ずしも活用されるとは限りません。

２ 県産加工食品の伊勢志摩サミット関連事業推薦リストの活用方法

３ 選定の対象

４ 選定のポイント
（詳細は、伊勢志摩サミット関連事業に活用するための県産加工食品推薦品選定基準をご確認ください）

【１】三重県らしさ・こだわり

三重県らしさをＰＲできるか、商品開発にあたってのものがたり性があるか、生産・製造方法や原材

料にこだわりがあるか、などを審査します。

【２】味・デザイン

商品の食味、食感、香りは優れているか、パッケージと中身がマッチしているか、などを審査します。

【３】信頼性

生産・製造工程や原材料の調達での安全性確保の取組がきっちり行われているか、法令遵守を

するための社内でのチェック体制がしっかりしているか、などを審査します。

以下の基準に基づき、有識者等の意見を聴いたうえで、県が選定します。

①みえセレクション選定品
②県内に主たる事業所がある事業者が製造又は加工した食品（製品に占める三重県産
の原材料の重量割合が５０パーセント以上のもの）
※酒税法に基づき県内の酒類製造者が製造する清酒は除く。

③三重県の歴史的背景に鑑み、１８６８年（江戸時代）以前から県内で製造・販売されてい
る餅菓子


